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処　分　庁　住所　島根県安来市広瀬町広瀬7  0 3番地
卜 ：　安来市福祉事務所長

=審 査 請 求 人 （以 下 「請 求 人 」 と い う。） が 、 平 成2 21 年 ３ 月1ﾚ8ﾉ 日 付 け で 提

起 し た 、 処 分 庁 が 通 知 し たく「生 活 保 護 法 に 基 づ く 保 護 申 請 却 下 処 分JJ （以 下 「本

■　　　　　　　　　　　　●　　　　’　　　　　　　　
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ

こ件 処 分 」 と い う。） に 係 る 審 査 請 求 （以 下 「本 件 審 査 請 求 」 と い う。）ごに う い て

は ヽ 次 の と お り 裁 嫐 す る 。二　　　 ∧ 。　･･。・　。　　 ・･･　　･ 。･=ダ　　　 犬

‥‥ ‥ ‥　　　　　 ‥ ‥‥　　 ‥‥‥ 主　　 文　 … …　 卜 二 卜

●　　　．　Ｉ　　　Ｉ　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　Ｉ ？　　　　　　　･。　　゚ 　 ’　●

平 成 ２ ２ 年31 月 １ 自 日 付 け で 提 起 さ れ た 本 件 審 査 請 求 は 容 認 す る 。 よ っ 七

処 分 庁 が 桴 っ た 平 成22 年3 し月 ！ 日 付 け 本 件 処 分 は 、 こ れ を 取 り 消 す 。ノ ソ

≒、　　　　　　　　　　　 二　　・　　　 理　 … … 由 ＼　 ’　　　　　　　　 ．▽

１ ． 本 件 審 査 請 求 の 要 旨　　　　　 し ・　　　 卜 ‘　 ／　 ダ　　 ユ
Ｉ　　　・　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　｜　　　　・

本 件 審 査 請 求 の 要 旨 は 、 次 の と お り セ あ る ．　　　　　　　　　　 ‥ ‥　 ‥
‥

ご
処 分 庁 が4 平 成2.2 年.3 月 １ 日 付 け で 、 請 求 人 に 対 し て1行 っ た 本 件 処 分 の 取

消 し を 求 め る.も の と 解 さ れ る ．‥　‥
‥‥
ｊ　　　

．･　･･　・．　･･･ ．．　　･ ．　・　・．．・　・

２ ． 本 件 審 査 請 求 の 概 要　　　 ・ ．･ ．．･．･　　 ．・　　　　　　　 ．･､ノ

∇（！ ｙ 請 求 人 は 、 処 分 庁 が 決 定 し た 本 件 処 分 理 由 で あ ’る 、 生 活 保 護 基 搴 に 定 め

る 最 低 生 活 費 を 上 回 る 資 産 保 有 （請 求 人 加 入 中 の Ｊ Ａ 共 済 解 約 返 戻 金 ） の

た め 、 本 件 処 分 を 行 っ た ご と は 処 分 庁 の 判 断 誤 り で あ る と 主 張 し て い る
Ｏ/

（2 ） 主 張 の 趣 旨 は 、･　　　　 ▽　　　　　 ‥ ‥ ‥‥　 、‥ ‥ ‥　
‥‥

.･① 処 分 庁 が 行 っ た 本 件 処 分 は 、 生 活 保 護 法 （ 以 下 「法 」 と い ∇う ．）≒第 ４ 条

士 項 に 定 め る 保 護 ¢）補 足 性 の 解 釈 及 び 適 用 に 誤 り が あ っ たI と し て い る√ レ
●　　　　　　－　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　■ｌ　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　 ’　　　　　　　　　　　 ・

ア　 腑 求 人 め 主 張 は 、 「生 活 保 護 法 に よ る 保 護 め 実 羞 要 領 の 取 扱 い に つ い て

◇ （昭 和 ３ ８ 年 ４ 月 １ 日 付 け 社 保 第 ３ ４ 号 厚 生 省 社 会 局 保 護 課 長 通 知 ）」（以
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1 ，

レ 下 「 実 施 宴 領 」▽と い う 。） の 第 ３ の １ １ に よ る と 、 生 痞 保 護 申 請 者 赱 し て

保 険 の 解 約 返 戻 金 は 資 産 と し で 活 用 す べ き で あ る が √ 解 約 返 戻 金 が 少 額 で

=ﾚあ り 、か う 、保 険 料 額 が 当 缺 地 域 の 一 般 世 帯 の 均 衡 に 失 し な い 場 合 に 限 りレ

1二 保 護 適 疳 後 仭 険 金 又 は 解 約 返 戻 金 を 受 領 し た 咏 点 で 法 第 ６ ３ 条 の 適 加 を 条

件 に 解 約 さ｡せ な い で 保 護 は 適 用 さ せ る と し て い る
Ｏﾉ　　 ヽ･

∧　 ‥ ‥‥　 ‥

イ　 保 険 に は 方 一 の 場 合 に 備 え る と い う 保 障 的 性 格 に 意 味 が あ り √ 日 常 の 生

活 費 の 不 足 を 補 う た め に 保 険 を 中 途 で 解 約 す る と と は 、 む し ろ 例 外 と さ れ

て い る た め 、 保 険 解 約 返 戻 金 は 、＼資 産 と は 言 っ て も 払 戻 し を 当 然 に 予 定 し
丶　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　■　　　　　　　　　　　　■　　Ｉ　　　　■

て い4 ）預 貯 命 と 啅 性 質 を 異 に し て い る ごも の で あ りこ、 少 額 の 解 約 は 却 ９ て 乖

ノ 活 保 護 廃 止 梭 め 世 帯 の 自 立 更 生 に 支 障 を 生 じ:る 恐 れ が あ る こ と､な ど を 理 由

二 と し て 、 危 険 対 策 を 目 的 と す る も の に 限 り 、 要 保 護 世 帯 に 保 険 に よ る 保 障 卜

＼
の 効 果 が 及 ぶ こ と 及 び 世 帯 員 の 危 険 を 保 障 す る も の･七 あ れ ば 解 約 を 求 め な

い も の と さ れ て い る こ と に よ る 。　‥ ‥ ‥‥　‥ ‥ ‥ ‥　 ‥　‥
‥‥ ‥‥‥

・　｡■　　　　　･･　　　　■　　　　　　　　・　I丶　　　●　　　　　　　　　　　　■
ウ　 解 約 返 戻 金 の 金 額 も3 卜3 万8  7  7  0 円 レ（平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ９ 日 当 時 ） と 解

約 返 戻 金 の 金 額 と し て は 少 額 で あ り 、 仮 に 、 保 険 を 解 約 し て｡し ま え ば;、 生

活 保 護 を 終 生 利 用 し て い く 七）も り の な い 請 求 人 の 自 立 更 生 が 極 め て 困 難 と卜
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　 Ｉ ●　　　　Ｉ　　■　　　　　Ｉ　　　¶゛な る と し て い る 。口　 ∧　

ダ　
Ｉ　 〉　 ▽　　　　　　　　　 ‥ ‥

‥
‥
‥ ‥　

‥

エ　 請 求 人 は 、く狠 在 、 Ｃ 型 肝 炎 に 罹 患 し て お 叭 イ ツ タフ フXit=Z ン の 投 薬 抬

療 中1で あ る た め 、 生 活 保 護 の 廃 止 後 、 新 た な 保 険 に 加 入 す る と と は 事 実 上

不 可 能 で あ り √ 生 活 保 護 廃 止 後 の 請 求 人 は 社 会 生 活 を 送 る 上 で 大 き な 不 安
づ

を 抱 き √ 生 活 保 護 へ の 依 存 を 高 め る こ と に な り か ね な い 可 能 性 は 高 く な る △

と 言 え る と し て い る 。　　　　　　1 几　 ト　 ト　 上　　　 ＼　　　　 ‘　　 し

３ ． 処 分 庁 め 弁 明 … …， △　　　 ダ　・ 上　　 プ　　 入
処 分 庁 の 弁 明 の 要 旨 は 、 以 下 の と お り で あ る 。＼　　　　 ＼　　　 犬

＝　　　　　　　　　　　■　　　・　　　　｜　　Ｉ．　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｄ
（ﾆ1 ） 解 約 返 戻 金 の あ る 生 命 傴 齠 こり い て は 、こ れ を 解 約 し 「利 琲 し 得 る 資 歳 」

∇ ど し て 、 直 ち に 最 低 生 活 め 維 持 の た め に 活 用 さ せ る ご と が 原 則 で あ る 。
上

（ ２ ） 請 求 人 が 加 入 し て い る 、 Ｊ Ａ 終 身 共 済 保 険 （以 下 「生 命 保 険 」 と い う｡ ）

の 解 約 返 戻 金 は 、 申 請 時 ２ ６ 万 ５ ７ ６ ６ 円 で あ 叭. 生 活 保 護 手 帳 別 冊 間 答

■１･　　
．　　　 ●　　　　●． ． ●　　　　　　．　　　　ＩＩ　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　・ａ　　　　　　　　　　　ＩＳ　Ｉ　■　　　　　　Ｊ　　　　　　　 ●　　　　　　・

２ ０ ０ ９ 間 ３ ．－ ２ ４ の 答 に あ る と,お. り 、 最 低 生 活 費 （医 療 扶 助 を 除 く ） の

3/ｹ. 月 分2 ―り 万2 厂O8O ’円 ――（87,36O･ 円 〉4―3）. を 上 回 つ

ζ气冫

广≒

廴
､｡ ノ'‘
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冫　I･Ｕ

９

4 ぐ.卜､言胄求 人 の 反 論 ∧　　　　　　　　　　　 ‥　 卜　
卜　　 ＼　　　　 二

請 求 人 の 反 論 の 要 旨 は 、 以 下 の と お り で あ る ．　 ノ　 ∧　　　　　　 ▽

（ｉ ） 処 分 庁 は 当 該 解 約 返 戻 金 に つ い て 、 自 立 更 生 の 観 点 か ら 保 有 を 認 め ず 解

ご 約 しﾐ 資 産 と し 七 め 活 用 を 生 活 保 護 に 優 先 し 行 う べ き と 判 断 し て い る レ

（ ２ ） 処 分 庁 は 当 該 解 約 返 戻 金 を 有 し て い る 平 成 ２ １ 年5^2  8 日 付 け 吻 の 生

犬 活 保 護 申 請 時 に 保 険 の 保 有 を 容 認 し 、保 護 の 開 始 決 定 処 分 を 行 っ で お り（平

成 ２ １ 年 ５ 月2 ‘8 日 付 け 解 約 返 戻 金 額 は ２ ８ 万 ４ ７ ９ １ 円 ）＼、 処 分 庁 め い ＼

う と こ ろ の 、 却 下 の 理 由 に は な ら な い １……… ．．．　･ ．．･
．･　　　･ ．　．･．･≒ ＼ ’

Ｊ　　　●　　　　ｌｌ　　　　　　　　．　　” 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ　　　　　　　　　　．．　　　．． Ｉ，　　　　・　　　　　　　　　１ ･ ¶　　　　　　　・　　　　．　 ．

５ ．づ処 分 庁 と し で の 事 実 認 定 ‘　 ＼　　　　････ ．･．　　　･･　 ．･･　　　･ ．･･　　･･

（ １ ） 請 求 人 は 、･･．･．･･･ ・ ．．･．　　
・ ．･･　

． ．　・･ ．　　･．・　　 ．．･･ ・
．･．･．･･　　　 ．･

イ ① 平 成2 17 年 ５ 月 ２ ８ １ﾖか ら 同 年 １ ０ 月 ８ 日 ま で 処 分 庁 に て 生 活 保 護 を 受

卜 給･ し て い る （辞 退 届 に よ る 廃 止 ）． 大 卜　　　 ‥ ‥‥ ‥　　　 ‥I厂

卜 ② 平 成3ﾚi 年 １ ２ 月12 4 日 付 け で ２ 回 目 の 生 活 保 護 申 請 を 行 い 、 今 回 と 同

様 の 却 下 瑪 由 に よ り 生 活 保 護 申 請 の 却 下 処 分 を 受 け てjい る ．
・･
．　　 ．・　 ．．・

十 ③ 今. 向 √ 平 成221 年 ２ 月 １ ２ 日 付 け で 、 身 体 障 害 者 万（左 上 肢 聊 腕 部 切 断 に

よ り 身 体 障 齊 者 手 帳3 犖 所 持 ）く の た め 、 な か な か 仕 事 が 佩 つ か ら な り と と

を 理 由 に 生 活 保 護 申 請 を 行 う ． 請 求 人 め 月ﾚ 々 の 収 入 は √ 月 額 ６ 万6008
｜　　　　　　　　　・　　 ．　　　　　　　　　１　　　　・　　　　　　Ｉ　　　　・

卜
円 の 障 害 年 金 ２ 級 の み で あJ る ．･　　　　･･.･･. ・　　　　.･･..･.･..　　････.･.

い（ ２ ） 処 分 庁 は 、’ …… … …
…… ｙ　　　　･･･ ． ．

．　・
．　　 ．･　　 ．･

① 平 成 ２ １ 年 ５ 月 ２ ８ 日 付 け で 、請 求 人 か ち あ っ た 生 活 保 護 申 請 に つ い て ご

卜 当 該 生 命 保 険 解 約 返 戻 金 額 が ３ Ｓ 万 ４ ７ ９工 円 （最 低 生 斫 費 （医 療 扶 助 奇

…… 匳 く ）ごの ３ ヶ 月 分 以 上 ）ﾚ あ っ た が 、 次 の 理 由 で 当 該 生 命 保 険 め 保 有 を･蓉 認

・　　　　　　　　　　　　　　　　　 １　　　　
、　　ｌ　　　、

＼ し て い る ．　　　 ∧･･　 ．･．・　　　　　　　 ・･･ ．　 ．･･
・　　　･･･　　　　･･

．　･．･･シ

ニ ア　 事 実 認 識､ と し て 、 請 求 人 が 当 該 生 命 保 険 を 解 約 す る とﾉ再 加 入 で き な い
・　　　　　　　　　　I･　　　　　■　　　　　　　　　　I　　　■

ご ど を Ｊ Ａ に て 確 認 し て い る ．　　　　 尚． 犬　　 卜 ’　 ． ・
トイ ニ 請 求 人 は 、 就 労 に よ り 保 護 廃 止 が 見 込 ま れ る ＼た め 、 解 約 返 戻 金 額 は 高

＝　 い と は い い が た い と 判 断 し て い る ．　 ．．･･．　
．・　･

．　
．・
．　　 ．．・・　･ ．･･･　・

ウ ノ 解 約 返 戻 ’金 に つ い て も 、 『最 低 生 活 費 め ３ カ 』/ は 越 え て い る も の の ）

二　 保 有 を 認 め る ご と の で き る 程 度 で あ る た め 、そ り 保 有 の 容 認 を 認 め で い ｉ
■　　　　　　　　　 Ｊ．･．　　Ｉ ●．　 ．　 ．

る ． ’　 ｙ　　　　　　　　 、　　　　 卜

卜　　 た だ し 、∧死 亡 保 険 金 受 取 人 が 「い と二こ 」 で あ る こ と か ら 、 ﾌ生゚ 命 保 険 の

卜 効 果 が 及 ば な い た め 、 契 約 の 見 直 し を 行 う よ う 伝 え て い る ．　　 ペ
レ



６ に 争 点　 △
・ ．

・　･･　 ・ ・　･･
．･　･･　･･

． ．　･ ・ ．
‘　　　　　　　 へ ‥ ‥ ‥ 、

本 件 審 査 請 求 に お け る 争 点 は 、 処 分 庁 が 行 っ た 生 命 保 険 解 約 返 戻 金 の 額 に よ

る 本 件 処 分 に づ い て 、ｿ 違 法 乂 は 不 当 な も の と い え る か 否 か で あ る ． ‥‥　 ‥‥

・　　　 １　　　　　　　　　　　 ●　　　 ふ　　　　　 ・　　　　　　 ●　I･　　　　　 ■･　　　　　　　　　　 Φ　　､Φ
な お 、 今 回 の 審 査 請 求 の 裁 決 に あ た っ て は 、 処 分 庁 、 請 求 人 各 々 が 弁 明. 書 、
ｌ　　　　　　　　　　　　　 、　　　･･　　　 Ｉ　　　●　　　　　　　　 ’Ｉ ●．　　　　・　　 ●　．　 ・　Ｉ　．　　１.●　　　　　　　　　 ．　　　　　　　　　　　 Ｉ　Ｉ　　　 ．　　　　　　　　　　　 １４

反 論 書 で 主 張 し て い る 、 請 求 人 の 就 労 意 欲 の 有 無 に つ い て ば 、･-法 を 適 用 す る か

否 か の 保 護 の 要 件 に ば 該 当 せ ず 、 づ本 件 審 査 請 求 裁 決 の 争 点 に は な ら な い √

７ ． 審 査 庁 が 認 定 し た 事 実 及 び 判 断　 ＼　　　 ＼　　
づ　

ユ ．･．　　･･　 ．　・ 、

処 分 庁 が 申 し 穽 て て い る と お り 、生 命 保 険 解 約 返 戻 金 は 法 第 ４ 条 １ 項 にJ ごる 、I

F利 用 し 得 る 資 産 」 マ あ る こ と 昨 は 疑 陬 の 余 地 は な い ． 厂 、　
…… …　 ｊ　　 ／

¶．　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　¶　　　　　 ＩＩ　　　　　　　　 丶　　　　　　　･●
処 分 庁 は √ そ の こ と に 基 づ い で 、 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 １ 日 付 け で 本 件 処 分 を √ 生

晧 保 護 手 帳 別 冊 問 答 こ２ ０ ０ ９ 問 ３ Ｔ､ ２ ４ め っ
（ 答 ） Ｑ （ ２ ） 「 解 約 返 戻 命 が 少 額

･　丶　　　　 ●　　　Ｉ　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．　　　　　 Ｆ　　　　 ■　　　・　　　　　 ａ･、　　　ｌ･　　　　　 ・　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　 Ｉ　　　哺　　　 ●七 あ るj か め 相 斷 に つ い て は4 医 療 狄 助 を 餘 く 最 低 生 活 費 め 概 ね3 ヵJj 裡 度 以 下

ｊ　　　　　 ．　　　　　 、　　　．　　　　　　　 ｜　　　　　 ・　　 ．　　　　・　　　　　　　　　　 Ｉ ．　　　　　●
を 目 安 と さ れ た い ．」 を 根 拠 と し 判 断 を 行 っ て い る ．　 ∧　 い 卜　 … … …… …

■　　･･　　　　　　　　 ■　　　　・　　・　　　 ●　　　　　　　　　　I-　　　　 ●●F　　　　　　I　 ●

､し か し4 同 間 （ ↓ ） の ＼（ 答 ） に は ブ
方 で

、つF 単 身 で あ づ て も 、 傷 病 に よ る 入

‘ 院 、 後 遺 障 害 等 に 対 す る 給 付 な ど 保 障 の 効 果 が 単 身 世 帯 自 体 に 及 ぶ 場 合 も あ る

の で 留 意 す る こ と ．」 ど も 明 示 さ れ て い る ．　　　 ・　 ‥ ‥‥ ‥ ‥‥
‥ ‥ ‥ ‥

ま た 、 当 該 間3-  2  4 が 創 設 さ れ た 、 平 成 １ １ 年 度 生 活 保 護 法 第 ５ ５ 次 基 準 二

｀ 改 定 時 の 改 正 の 趣 旨 に は 、 実 施 機 関 に お け る 当 該 地 域 の 実 情 を 踏 ま え た 適 切 な ぐ

■■　　Ｉ　　 ．Ｉ　　　　　　　 ／　　¶．　　　　　　　　　　　　　 ・　　｜　　　　　　　　　 ●　　　　Ｉ　　 ● ．　　　　　 ・
尚 基 準 が 可 能 と な る よ う 、卜 「 目 安 」 と い う 表 現 に 止 め る と と も に √ 運 用 のl 幅 を 設

け た も の マ あ る ．厂　　　　 ぺ　　
犬　 卜･ ．･ ．

・　　
．．
・　　･･　　　

． ．
．･　･･･　

．
’　　　 ｀　　･●　　　　　　　　 ．　、　　　　　　　 ．　　■　　　　　 、●　　■･　．　　　　　・　　　　　 ．

■　　　　　　　　　　　 Ｊ　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　 丶　　　 ・　　　　　 ●　・
卜 加 え て 、 当 該 世 帯 の 自 立 に 効 果 的 と 認 め ら れ る 場 合 に つ い て は 、 入 院 特 約 の

ｊ 活 用 が 見 込 ま れ る も の ．ﾌ 難 治 性 疾 患 に 罹 患 し て い る 場 合 等 は √ 実 施 機 関 の 判 断
．

･ ●　　Ｉ　　　　　　　 ・ ’ ｌ　　　　　　　 ｉ　　　　　　　 ●　　　　　　 Ｉ ― ●　　　　　　　 ’　　¶
卜

に よ り 保 有 を 容 認 し て も 差 七 支 え な い と ざ れ て い る ど こ ろ で も あ る ． ／

●　　　　・　　　　 ¶　・　　　ｌ　　　　ｉ●　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ･　　　　 －　　　　Ｉ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
．　　 ・　　　　 ４　　１　　　　　　　　　　　 １　　・

十 よ っ て √ 同 間3  ―  2  4 の （ 答 ） 厂の 趣 旨 は 解 約 返 戻 金 の 保 有 の･ 「 目 安 」 を 示 し

･い る に 止 ま 叭 ＼要 保 護 世 帯 の 実 態 を 総 合 的 に 判 断 し た 上 気 生 命 保 険 の 保 有 の △

容 否 を 判 断 す る も の と 解 釈 で･ き る ．＼　　 ＼　　　　　 ‥ ‥‥
‥　

‥‥　 ‥ ‥‥

Ｉ　●　　　　　　　　 Ｉ　　　Ｉ　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　 Ｉ ●　　　　　　　 ■　　　　　　 ¶　　　　 ・■　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　Ｉ　　ゝ　　　　　　 ●　　　　 ・　　　　　　　　 ｌ　　　 ａ
＼ し た が っ で 、 処 分 庁 が 行 ９ た 本 件 処 分 に づ い て は 、/ 生 命 保 険 の 解 約 返 戻 金 の

解 釈 に お い て､ 二 関 連 通 知 で あ: る 生 活 保 護 手 帳 別 冊 問 答2 010 几9
問 ｊ －

し2  4 の

（ 答 ）. の 解 釈 を 適 正 に 理 解 す る こ と な く 、 世 帯 め 状 況 の 総 合 的 な 判 斷 結 果 に 基

づ い た も の で も な 万く 、 画 一 的 ・ 機 械 的T に 生 活 保 護 手 帳 別 冊 問 答 ２ ０ ０ ９ 問 ３ 一 丁

2 4｡ の （ 答 いZ ）保 有 り 容 杏 り 「 目 安 」` の み で 、 今 回 の 本 件 処 分 を 行 う た も φ と ／

認 め ざ 名 を 得 な ぐ 、 本 件 処 分 の 直 接 的 要 因Te あ る 解 約 返 戻 金 は 容 認 す べ き も の

で あ っ た と 判 断 で き る ．　　 卜　　　　　　　　 ＼　
‥=　 回 十　 ‥ ‥　

‥､‥
‥‥

､　　　　　　　　　　　　　lﾐ　　　　 Ｉ　　　　 ●　　・　 ■　　　　　　　　　　　　　　 ㎜　　　　　　 ■■　．　　　　　　　 Ｉ
よ っ て 、 本 件 審 査 請 求 は 理 由 が あ る ごの 々 、 行 政 不 服 審 査 法 第 ４ ０ 条 第･3 項 の

規 定 に 基 づ き 、 主 文 り と お り 裁 決 す る ． … …　
……　 ｊ　　　 ‥､ ‥

‥
‥ ‥　 ‥ ‥‥
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平成 ２２年'４月 ，)･7日

島根県知事 ／溝口　善兵衛

教 示　　　　　　　　　 卜　　　　　　 犬　　　　　　　　　　 ▽　　　　　　 ＼

こ の 裁 決 に う い て 不 服 が あ る 場 合 は √ 行 政 不 服 審 査 法 第 ５ ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 こ の

． 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た| ≡1め 翌 日 か ら 起 算t し て ３ ０ 日 以 内 に 、 厚 生 労 働 大 臣 に 対 し 再

･． ●　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　 ・　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　 ■
審 査 請 求 を す る こ と が で き る ．　　　　　　 二　 ｙ　　　　　 ‥‥ ‥‥

‥
‥
‥　 ‥

‥
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